
第 23 期 橿原市農業委員会第 1回総会議事録 

 

１．開催日時  令和７年１２月１日（月）午前９時４５分から午前１０時４５分 

 

２．開催場所  橿原市役所分庁舎４階 コンベンションルーム 

 

３．出席委員（１４名） 

石井 三智子   上田 逸朗    岡本 和久    北吉 能 

坂口 洋     谷口 敏彦    中川 眞一    林田 至玄 

堀田 雅三    森川 千鶴子   森田 尚子    安田 宗義 

吉川 作    吉田 昌功 

 

４．議事日程 

第１ 仮議長の選出について 

第２  橿原市農業委員の議席の決定について 

第３  橿原市農業委員会会長の互選について 

第４ 議事録署名委員の指名について 

第５  橿原市農業委員会副会長の互選について 

第６ 橿原市農業委員会の小委員会委員の指名について 

第７  第１号議案 橿原市農地利用最適化推進委員の委嘱について 

第８  第２号議案 橿原市農業委員の調査担当地区割りについて 

その他 令和８年３月までの委員会、総会日程について 

 

５．農業委員会事務局職員 

事務局長   西村 達也   事務局長補佐 戸田 美華 

事務局書記  井上 登 
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６．会議の概要 

 

事務局 

只今から、第２３期 橿原市農業委員会第１回総会を開催いたします。 

新体制最初の総会でございますので、農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に

より、本日の会議を招集されました、 亀田橿原市長からご挨拶をいただきます。亀田市長、

よろしくお願いいたします。 

 

市長  挨拶 

 

事務局 

ありがとうございました。 

亀田市長は公務のため、ここで退席されます。 

 

事務局 

それでは総会に入ります。本日の出席委員は１４名であり、欠席委員はございません。し

たがいまして、農業委員会等に関する法律第２７条第３項に規定されている定足数に達して

おりますので、本総会が成立していることをご報告いたします。 

それでは日程第１、仮議長の選出についてでございます。 

本総会は第１回総会であり、議長となる会長が決定しておりませんので、仮議長により会

議の運営をお願いしたいと存じます。仮議長の選出につきましては、地方自治法第１０７条

に準じて、農業委員の中で最年長の方を仮議長として指名させていただいてよろしいでしょ

うか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

事務局 

ご異議がないようですので、最年長の安田宗義委員に仮議長をお願いしたいと思います。 

安田仮議長、議長席へご移動ください。 

 

仮議長  挨拶 

 

仮議長 

それでは、日程第２、橿原市農業委員の議席の決定についてを議題といたします。 

橿原市農業委員会 会議規則第７条第１項により、議席の決定方法は議長が定めることとな

っておりますので、一番公平な方法として抽選により行いたいと思います。抽選の順番は、

現在の着席番号順の１番から順次抽選とさせていただきたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 
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「異議なし」の声あり 

 

仮議長 

ご異議なしと認め、議席の決定を抽選により行います。 

抽選の方法について、事務局から説明させます。 

 

事務局 

 議席番号の決定のための抽選方法について説明させていただきます。事務局職員が、抽選

箱を持ってみなさまのお席を回りますので、現在の着席番号順に番号くじをお引きください。

引かれたくじの番号を議席番号とさせていただきます。以上、よろしくお願いいたします。 

 

各委員  くじを引く 

 

仮議長 

事務局から、抽選により確定しました、議席の番号と氏名を報告させます。 

 

事務局 

 確定した議席をご報告いたします。 

１番 安田 宗義 委員   ２番 坂口 洋 委員 

３番 北吉 能 委員   ４番 林田 至玄 委員 

５番 吉川 作 委員   ６番 上田 逸朗 委員 

７番 吉田 昌功 委員   ８番 中川 眞一 委員 

９番 堀田 雅三 委員   １０番 森川 千鶴子 委員 

１１番 岡本 和久 委員  １２番 石井 三智子 委員 

１３番 森田 尚子 委員  １４番 谷口 敏彦 委員 

 以上でございます。 

 

仮議長 

ただいまの報告のとおり、議席を指定することに決定しました。 

各委員は、ご自身の名札と資料をお持ちの上、確定した議席に移動してください。 

 

仮議長 

ご着席されました所で、議席番号順に各自、自己紹介をお願いいたしたいと思います。 

まず、私は、議席番号１番、安田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議席番号２番の委員さんから順次、よろしくお願いいたします。 

 

各委員 議席番号順に自己紹介 
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仮議長 

日程第３、橿原市農業委員会会長の互選についてを議題といたします。 

  農業委員会等に関する法律第５条により、「会長は、委員が互選した者をもって充てる」と

定められています。 

互選の方法については、投票による選挙の方法と、全員の同意による指名推薦の方法がご

ざいますが、いずれの方法によるべきか、お諮りしたいと思います。いかがですか。 

 

岡本委員 

 従来どおり指名推薦の方法でお願いします。 

 

仮議長 

 ただいま「指名推薦の方法で」とのご意見がございました。この際、お諮りいたします。

互選の方法は指名推薦とし、指名者をただいま発言された岡本委員とすることで、ご異議ご

ざいませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

仮議長 

 ご異議なしと認め、指名推薦によることといたします。 

 それでは、岡本委員から、指名推薦をお願いします。 

 

岡本委員 

 会長に、上田逸朗委員を推薦します。 

 

仮議長 

ただいま、会長に、上田逸朗委員が推薦されました。 

会長に、上田逸朗委員を選任することにご異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

仮議長 

 ご異議がないようですので、改めてお諮りいたします。 

上田逸朗委員を会長に選任することに賛成の委員は、挙手をお願いします。 

 

－ 委員全員挙手 － 

 

仮議長 

全員でございます。委員全員の同意が得られましたので、上田逸朗委員を会長に選任する
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ことに決定いたします。 

会議規則第５条により、「会長は、総会の議長となり議事を総理する」と定められておりま

すので、この際、交代いたします。 

委員各位におかれましては、慎重にご審議いただきまして、厚く御礼申し上げます。 

それでは、新会長となられました上田会長にご挨拶をお願いいたしまして、降壇させてい

ただきます。どうもありがとうございました。 

 

新会長   挨拶 

 

議長 

議事を再開します。 

日程第４ 議事録署名委員の指名につきましては、１番 安田宗義委員と、２番 坂口洋委

員を指名いたします。お二方よろしくお願いいたします。 

 

議長 

次に、日程第５  橿原市農業委員会副会長の互選についてを議題といたします。 

選出方法については、先ほどの会長選出と同様に、投票による選挙の方法、または、指名

推薦による方法となりますが、いずれの方法によるべきか、お諮りいたします。 

 

委員 

今後は上田会長の体制で委員会運営をやっていただきますので、会長から指名していただ

いてはいかがでしょうか。 

 

議長 

ただいま、岡本委員からのお言葉どおり、私の方から委員会の運営をお願いすることとな

りますので、会長から指名してはいかがでしょうかというお声でございますので、これに関

してご同意いただけますでしょうか。 

 

「異議なし」の声、拍手あり 

 

議長 

全員の拍手でもって私からの指名ということになりましたので、よろしくお願いいたしま

す。それでは、副会長を指名させていただきます。 

１番 安田宗義委員を指名したいと思います。安田宗義委員を副会長に選任することに、

ご異議ございませんでしょうか。 

 

「異議なし」の声あり 
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議長 

 ご異議がないようですので、改めてお諮りいたします。 

安田宗義委員を副会長に選任することに賛成の委員は、挙手をお願いします。 

 

－ 委員全員挙手 － 

 

議長 

全員の賛成によって、安田宗義委員を副会長に選任することに決定いたします。 

安田副会長、よろしくお願いします。 

ではここで、安田副会長からご挨拶をいただきます。 

 

安田副会長  あいさつ 

 

議長 

安田副会長、ありがとうございました。 

次に、日程第６  橿原市農業委員会の小委員会役員の指名についてを議題といたします。 

橿原市農業委員会規程 第５条第３号により「小委員会の委員は会長が指名する」と定め

られておりますので、私から指名させていただきます。 

小委員会委員に、５番 吉川作委員、１１番 岡本和久委員、１２番 石井三智子委員

を指名します。このことについて、ご異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議長 

ご異議なしとの声が上がりましたので決定する事にいたします。お三方とも、よろしくお

願いします。 

 

議長 

日程第７、第１号議案、橿原市農地利用最適化推進委員の委嘱についてを議題とします。

事務局から、橿原市農地利用最適化推進委員候補者について説明させます。 

 

事務局 

改めまして、事務局長の西村でございます。お手元の資料の第１号議案、橿原市農地利用

最適化推進委員の委嘱について、ご説明いたします。 

農地利用最適化推進委員の任期が、本年１１月３０日をもって満了することから、農業委

員会等に関する法律の規定に基づき、委員候補者を本年５月９日から６月５日まで２８日間

募集をさせていただきました。そこで、定数１０名に対し１０名の推薦、応募がございまし

たので、これら候補者１０名について、本年１０月の農業委員会総会において、資料１ペー
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ジのとおり推進委員候補者として決定し、申送りされておりますので、１０名の農地利用最

適化推進委員の委嘱について議決を求めるものでございます。事務局からは以上となります。 

 

議長 

ただいまの事務局の説明について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

「意見なし」の声あり 

 

議長 

 ご意見等がないようですので、採決いたします。 

 第１号議案、橿原市農地利用最適化推進委員について、原案のとおり委嘱することに賛成

の方は挙手をお願いします。 

 

－ 委員全員挙手 － 

 

議長 

 ただいまのとおり、第１号議案は原案のとおりとすることに決定いたしました。 

なお、委嘱は本日付けとし、任期は農業委員と同じ、本日から令和１０年１１月３０日ま

でとなります。 

 

議長 

続けます。日程第８、第２号議案、橿原市農業委員の調査担当地区割りについてを議題と

いたします。事務局から、地区割表（案）に基づき説明させます。 

 

事務局 

それでは、資料の２ページと３ページをご覧ください。スライドも両方見ていただきなが

らご説明したいと思います。 

資料２ページは、１地区から１０地区に推進委員と農業委員さんのお名前と、それぞれが

担当する町を掲載しています。推進委員は地区担当ということで選出されているんですけれ

ども、農業委員さんは地区からの選出ではありませんが、橿原市全体の取組として、地区ご

とで実施する農地パトロールや、農地の権利移動や農地転用の事案がその地区に該当する場

合の現地確認や書面確認をいただくものでございます。 

資料３ページは、スライドにもありますように、橿原市全体の農地を、１地区あたり概ね

１００ヘクタールになるように地区割りした地図となっています。これは、自治会や中学校

区ではなく、橿原市の農地を均等に１０個に割った地図になっております。この地図と、資

料２ページのご担当いただく地区の町名が一致するようにさせていただいております。 

地区割表（案）の左側には、お名前と町名を記載しております。右側には、調査票の種類

を羅列し、丸印をつけています。この丸印の意味をご説明させていただきます。 
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ここで、スライドをご覧ください。こちらは、農地法に基づく申請から許可までの流れを

示しております。左側の、まず、農地法第３条の農地の権利移動では、申請の相談から始ま

り、申請書類が整いましたら推進委員さんが現地確認をし、調査表で確認をしていただきま

す。その後事務局で申請の受付をさせていただきまして、これの締切りが毎月２５日です。

その後、翌月２日前後に、農業委員さんによる現地調査を行い、現地調査のおよそ２日後に、

申請者又は譲り受ける方を呼び出して聞取りをする「審査」をします。審査の後、中２日後

の農業委員会の総会における決議により、許可書を交付させていただくという流れになりま

す。農業委員さんには、現地調査から総会までの間に申請書類の調査表を確認いただきまし

て、署名捺印いただきます。 

右側の、農地法第４条、第５条の農地転用においては、都市計画法上、市街化調整区域と

市街化区域で取扱いが異なります。市街化調整区域の場合は、農地法第３条と同様の流れで、

現地調査から総会までの間に調査表を確認いただきます。その後、奈良県農業会議に諮問し、

県で審査をされて許可されるという流れです。市街化区域におきましては開発行為が可能で

すので、相談を経て申請を受け付けましたら、随時、受理を行います。ここまでが許可の流

れです。 

次に、お手元の地区割表の右側に、申請又は届出案件で確認いただく書類に「〇」をさせ

ていただいております。調査書、意見書、確認書といった書類になります。農業委員さんに

は、農地法第３条所有権移転の調査表で、売買や贈与により権利移動がある場合の確認をし

ていただきます。また賃貸借や使用貸借といった貸借りの場合でも、ご確認をいただきます。

そして、先ほどご説明させていただきました、第４条、第５条の農地転用許可調査票にも「〇」

をしております。現地調査等によりご確認いただくものでございます。 

次に、スライドをご覧ください。これは、地区割りの航空写真に、市街化区域の色分けを

被せたものです。赤線で囲っている部分は橿原市域を表しています。市街化区域には農地が

ないところもありますが、地区割りは、農地が１００ヘクタール程度になるように分けた絵

になっています。 

続いて、次のスライドも同じように、橿原市域は赤線で囲っています。茶色が近鉄線、白

黒が JR を、緑線は幹線道路で、京奈和道、国道１６５号、１６６号等を表しています。こ

れは農地区分といいまして、一団の農地を大きく分断する要素になります。一団の農地が小

さい区域では農地転用がしやすかったり、一団の農地を広く形成している区域では農地利用

を推進していくことになりますので、参考にお示ししました。 

次に、取り組んでいただく活動として、遊休農地対策として全国的に示されているフロー

です。橿原市農業委員会では、現地確認を地区ごとにしていただいています。地域の農地利

用の確認、遊休農地の実態把握、違反転用の発生防止と早期発見につなげるために、農地パ

トロールを８月から９月にかけて実施しております。ここでは、地域の農地利用の確認を含

めて、地区の担当委員さんと事務局、行政部門である農政課と一緒に、農地パトロールを行

っていただきます。農地が農地に戻る見込みがない場合には、積極的に非農地判断をさせて

いただきます。農地として継続していくべき農地につきましては、農地利用の意向確認をさ

せていただいて、みなさんのご協力により、必要なあっせんや農地利用の調整活動を行って
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いただくのが、農地利用の最適化活動となっております。みなさんに理解をいただき、でき

る限り農地を農地として残していこうという取組です。 

次に、委員会全体の取組として、全国農業新聞に取り上げていただいた記事をご紹介しま

す。令和４年の橿原市農業祭で、遊休農地の解消、PR として、米食パンの配布を行ったも

のでございます。米食パンというと米粉を使うイメージですが、配布した米食パンは、市内

で収穫したヒノヒカリを炊飯したものを主原料として混ぜ込んで加工し、商品化したもので、

約６００セット無料配布していただきました。一般の方々に「遊休農地」といっても分かり

にくいので、少しでも知っていただくために、主食用の食パンを介して、地産地消について

考えていただき、また米食パンの広まりで米の作付けが増えて遊休農地の解消につながるよ

う訴えさせていただいたものでございます。 

担当地区割りにつきましては、第１地区は林田委員、第２地区は堀田委員、第３地区は北

吉委員、第４地区は森田委員、第５地区は石井委員、第６地区は森川委員、第７地区は中川

委員、第８地区は吉田委員、第９地区は谷口委員、第１０地区は坂口委員を提案いたします。 

説明については以上となります。 

 

議長 

ただいまの第２号議案の事務局の説明について、ご意見、ご質問等ございませんでしょう

か。 

 

「なし」の声あり 

 

議長 

 ご意見等がないようですので、採決いたします。 

 第２号議案、橿原市農業委員の調査担当地区割りについて、原案のとおり決定することに、

賛成の方は挙手願います。 

 

－ 委員全員挙手 － 

 

議長 

全員の賛成により、第２号議案は原案のとおり決定いたしました。決定いたしましたので

（案）の文字を消して下さい。 

 

議長 

次に、その他の案件として、 今年度、令和８年３月までに予定されている委員会、総会日

程についてを議題といたします。事務局から日程について説明させます。 

 

事務局  日程説明 
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議長 

 以上、今年度に予定されている委員会及び総会の日程は、ただいまの説明のとおりでござ

います。ただいまの事務局の説明に、何かご質問等ございませんか。 

 

「なし」の声あり 

 

議長 

 意見がないようですので、説明のとおりといたします。 

以上をもちまして、本総会に付議されました案件は、すべて議了しました。 

これをもちまして、第２３期 橿原市農業委員会第１回総会を閉会します。 

ご苦労様でした。 

 
閉会 


